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当監査法人は、財団法人自動車 リサイクル促進センターの平成 20年 4月 1日 から平成 21年 3月 31日 までの
平成 20年 度の下記の財務諸表及び収支計算書 (以下 「財務諸表等」とい う。)に ついて監査を行つた。

記
】 財務諸表

1,一 般会計の貸借対照表及び正味財産増減計算書
2_再 資源化預託金等特別会計の貸借対照表及び正味財産増減計算書
3 資 金管理料金特別会計の貸借対照表及び正味財産増減計算書
4_承 認 ・認可済特定再re~源化預託金等特別会計の貸借対照表及び正味財産増減計算書
5 再 資源化等業務 (1号 及び 6-9号 )特 別会計の貸借対照表及び正味財産増減計算書
6.再 資源化等業務 (2-5号 )特 別会計の貸借対照表及び正味財産増減計算書

舌1壕安算奏観馨爺馨祭病唇楢鍔蒸禁ダふ姿繁麟運曙談筆憂書
9 二 輪車事業特別会計の貸借対照表及び正味財産増減計算書
10 貸 借対照表総括表
11 正 味財産増減計算書総括表
12 キ ャッシュ ・フロー計算善
13 -般 会計、再資源化預託金等特別会計、資金管理料金特別会計、承認 ・認可済特定再資源化預託金等

特別会計、再資源化等業務 (1号 及び 6-9号 )特 別会計、再資源化等業務 (2-5号 )特 別会計、情
報管理特別会計、システム部特別会計及び二輪車事業特別会計の財産目録

この財務諸表等の作成責任は理事者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明
することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認め られる監査の基準に準拠 して監査を行つた。監査の基準は、
当監査法人に財務諸表等に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試
査を基礎 として行われ、理事者が採用 した会計方針及びその適用方法並びに理事者によつて行われた見積 りの評価
も含め全体としての財務諸表等の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のた
めの合理的な基礎を得たと判断 している。

監査の結果、当監査法人の意見は次のとお りである。
(1)財 務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠 して、財団法人自動車

リサイクル促進センターの平成 20年 度末日現在の財政状態並びに同年度の正味財産増減及びキャッシュ・フ
ローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

(2)収 支計算書は、「公益法人会計における内部管理事項についてJ(平 成 17年 3月 23日 公益法人等の指導
監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に 従って、財団法人 自動車 リサイクル促進センターの
平成 20年 度の収支の状況をすべての重要な点において適正に表示 しているものと認める。

財団法人自動車 ジサイクル促進センターと当監査法人又は業務執行社長 との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。

上


